
April  202217

●選考方法／市で審査のうえ、採用する写真を決定しま
　す。採用の場合は、後ほど電子データをいただきます。
●応募期限／令和４年５月30日㈪
●要項／①令和３年度の「八郎沼公園に生息する動植
　物の写真募集」で応募いただいた中で、実際に看板
　に採用されなかった写真も応募可能です。②採用さ
　れた作品は、看板に合わせてサイズ変更や動植物の
　みトリミングする場合があります。③採用者、応募者
　への記念品等はございません。また、応募に伴い発
　生した費用（印刷代、発送代等）はすべて応募者負担
　とします。
　その他注意事項等は市公式ホームページをご確認く
　ださい。

●応募資格／北斗市在住の方（プロアマ、年齢は問い
　ません。）
●応募規格／①八郎沼公園内で撮影された動植物の
　写真②概ね３年以内に撮影したもの③応募者本人
　が撮影したもの④未発表のもの（個人のＳＮＳ等は
　除く）
●応募方法／応募写真はＡ４カラーで縦、横どちらで
　も可とします。プリントした作品の裏面に必要事項
　（氏名、住所、年齢、電話番号、撮影年月日、動植物の
　種名）を記入し、市役所都市住宅課都市計画係まで
　郵送、または持参してください。応募は１種類１点ま
　でとし、最大５種類までとします。

　八郎沼公園に生息する動植物の写真入り紹介看板
を園内に設置するため、実際に園内で撮った動植物の
写真を募集します。

問 市役所都市住宅課都市計画係［内線255～257］

問 市役所市民課市民係　☎73-3111［内線112］ 問 総合分庁舎農林課農林係　☎77-8811［内線122］

HP https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/10714.html

八郎沼公園に生息する
動植物の写真を募集します

　市では犯罪防止を目的として防犯カメラの設置を
予定しており、設置にあたっては、市民のみなさまの
個人情報やプライバシーを保護するため「北斗市防
犯カメラの設置及び運用に関する要綱」を定め、明確
な手順で設置、管理、運用を行います。
●公表する資料
　北斗市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱（案）
●資料閲覧場所・意見書提出先
　市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜・茂
辺地両支所、市公式ホームページ
●意見書提出方法
　市公式ホームページに掲載または各窓口に備え付
けの意見書提出様式もしくは、任意の様式（住所、氏
名、電話番号の記入がないものは無効）に意見を記入
のうえ、持参、郵送、ＦＡＸまたは意見書提出フォー
ムから提出してください。
▽郵送宛先／〒049-0192北斗市中央1丁目3番10号
　北斗市役所市民課
▽ＦＡＸ／0138-74-2012
▽提出フォーム／https://www.harp.lg.jp
　/JePc0Ah8
●意見募集期間／４月28日㈭まで

　市では、食育に関する取り組みの推進を図るため
に、現在市内で取り組んでいる活動や、今後の食育推
進にあたっての数値目標等を定める「第一次北斗市
食育推進計画」を策定します。

●公表する計画
　第一次北斗市食育推進計画（案）
●資料閲覧場所・意見書提出先
　総合分庁舎農林課、市役所総務課、七重浜・茂辺地
　両支所、市公式ホームページ
●意見提出方法
　市公式ホームページに掲載または各窓口に備え付
けの意見等提出様式もしくは任意の様式（住所、氏
名、電話番号の記入がないものは無効）に意見を記入
のうえ、持参、郵送、ＦＡＸまたは意見等提出フォー
ムから提出してください。
▽郵送宛先／〒041-1201北斗市本町1丁目1番1号
　北斗市総合分庁舎農林課
▽ＦＡＸ／0138-77-9825
▽提出フォーム／https://www.harp.lg.jp/
　9juwmHnO
●意見募集期間／４月27日㈬まで

北斗市防犯カメラの設置及び運用に
関する要綱（案）への意見募集

第一次北斗市食育推進計画（案）への
意見募集

パブリックコメントパブリックコメントみなさまの意見を募集します


